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衆
議
院
議
員
近
江
巳
記
夫
君
外
一
名
提
出
「
沖
繩
に
お
け
る
旧
軍
買
収
地
に
つ
い
て
」
に
関
す
る
再
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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閣
衆
質
八
四
第
二
九
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昭
和
五
十
三
年
五
月
十
二
日 

衆

議

院

議

長 
保 

 

利 
 
 

茂 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

福 

田 

赳 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
近
江
巳
記
夫
君
外
一
名
提
出
「
沖
繩
に
お
け
る
旧
軍
買
収
地
に
つ
い
て
」
に
関
す
る
再 

質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

昭
和
十
八
年
か
ら
同
十
九
年
に
か
け
て
旧
読
谷
飛
行
場
用
地
が
買
収
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
、
設
置
さ
れ
た

と
判
断
さ
れ
る
。 

二
に
つ
い
て 

(1) 

御
指
摘
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
読
谷
村
長
か
ら
、
国
有
地
と
し
て
所
有
権
証
明
書
が
既
に
交
付
さ
れ
て
い

た
も
の
で
あ
る
。 

(2) 

調
査
の
結
果
で
は
、
国
有
地
に
対
す
る
個
人
の
土
地
所
有
申
請
書
は
収
集
さ
れ
て
い
な
い
。 

三
に
つ
い
て 



米
国
治
政
下
に
お
け
る
所
有
権
認
定
作
業
に
つ
い
て
は
、
先
の
提
出
資
料
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
の
手
続

に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
調
査
の
結
果
判
明
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
御
指
摘
の
土
地
は
民
有
地
で
あ

り
、
そ
の
手
続
き
に
関
す
る
具
体
的
経
過
に
つ
い
て
は
調
査
の
対
象
に
し
て
い
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 
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